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洞爺湖町議会平成３１年３月会議 

議 案 説 明 資 料 
 



澤 田 英 雄 氏 経 歴 

 

 

本  籍  北海道虻田郡洞爺湖町入江７８番地 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町入江１４５番地１ 

 

氏  名  澤
さわ

 田
だ

 英
ひで

 雄
お

 

 

生年月日  昭和３７年１１月１２日生（５６歳） 

 

学  歴  昭和５６年 ３月  北海道立伊達高等学校卒業 

 

職  歴  昭和５６年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  平成２８年 ４月～現在に至る  洞爺湖町農業委員会委員 

 

団体歴等  昭和６２年 ４月  虻田町４Ｈクラブ部長 

      平成 ７年 ４月  とうや湖農業協同組合青年部長 

      平成２６年 ４月  入江地区農事組合組合長（現在に至る。） 
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小 林  忍 氏 経 歴 

 

 

本  籍  北海道虻田郡洞爺湖町清水１６８番地 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町清水１６８番地 

 

氏  名  小
こ

 林
ばやし

  忍
しのぶ

 

 

生年月日  昭和２７年 ９月１８日生（６６歳） 

 

学  歴  昭和４６年 ３月  北海道立伊達高等学校卒業 

 

職  歴  昭和４６年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  平成 ２年 ７月～平成１７年 ７月  虻田町農業委員会委員 

平成２８年 ４月～現在に至る     洞爺湖町農業委員会委員 

 

団体歴等  平成 ２年 ５月  西胆振農業共済組合理事 

      平成１１年 ２月  いぶり農業共済組合理事 
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青 山 晴 重 氏 経 歴 

 

 

本  籍  北海道虻田郡洞爺湖町月浦９２番地 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町月浦９２番地 

 

氏  名  青
あお

 山
やま

 晴
はる

 重
しげ

 

 

生年月日  昭和２５年 ５月３０日生（６８歳） 

 

学  歴  昭和４４年 ３月  北海道立伊達高等学校卒業 

 

職  歴  昭和４４年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  平成１４年 ７月～平成１７年 ７月  虻田町農業委員会委員 

平成１９年 ３月～現在に至る     洞爺湖町農業委員会委員 

      平成 ４年 ４月～平成１８年 ３月  虻田町体育指導員 

      平成１８年 ６月～平成２２年 ３月  洞爺湖町体育指導員 

      平成２４年 ８月～現在に至る     洞爺湖町公害対策審議会委員 

      平成２８年１１月～現在に至る     洞爺湖町民生委員児童委員 

       

団体歴等  昭和５０年 ４月  月浦自治会役員（現在に至る。） 
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塩野谷 幸 一 氏 経 歴 

 

 

本  籍  北海道虻田郡洞爺湖町花和１３０番地 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町花和１３０番地 

 

氏  名  塩野谷
しおのや

 幸
こう

 一
いち

 

 

生年月日  昭和２２年 ２月 ７日生（７２歳） 

 

学  歴  昭和４４年 ３月  酪農学園大学酪農学科卒業 

 

職  歴  昭和４４年 ４月  農 業 

昭和５２年 ２月  有限会社レークヒル牧場代表取締役（現在に至る。） 

 

公 職 歴  平成１９年 ３月～現在に至る  洞爺湖町農業委員会委員 

 

団体歴等  平成２１年 ３月  サツラク農業協同組合理事 

      平成２２年 ２月  ラクレン農業協同組合連合会代表監事 

      平成２９年 ６月  ラクレン農業協同組合連合会会長（現在に至る。） 

      平成２２年 ２月  洞爺清住酪農組合組合長（現在に至る。） 
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大 西 俊 則 氏 経 歴 

 

 

本  籍  北海道虻田郡洞爺湖町洞爺町９４番地 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町川東６番地５ 

 

氏  名  大
おお

 西
にし

 俊
とし

 則
のり

 

 

生年月日  昭和３５年３月３日生（５９歳） 

 

学  歴  昭和５７年 ３月  札幌商科大学卒業 

 

職  歴  昭和５９年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  昭和６０年 ４月～現在に至る  西胆振行政事務組合洞爺湖消防団員 

 

団体歴等  平成１０年 ４月  とうや湖農協水稲生産部会長 

      平成２６年 ４月  ＪＡとうや湖水稲生産部会長 

      平成１０年 ４月  とうや湖農協トマト・メロン部会長 

平成３０年 ４月  川東自治会役員（現在に至る。） 
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京 谷 常 美 氏 経 歴 

 

 

本  籍  北海道虻田郡洞爺湖町洞爺町３８５番地 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町洞爺町５４番地 

 

氏  名  京
きょう

 谷
や

 常
つね

 美
み

 

 

生年月日  昭和２３年１１月 ４日生（７０歳） 

 

学  歴  昭和４２年 ３月  北海道立室蘭工業高等学校電気科卒業 

 

職  歴  昭和４３年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  昭和６２年 ７月～平成１４年 ７月  洞爺村農業委員会委員 

      平成１４年 ７月～平成１８年 ３月  洞爺村農業委員会会長職務代理 

      平成１８年 ３月～平成２２年 ３月  洞爺湖町農業委員会委員 

平成２２年 ３月～現在に至る     洞爺湖町農業委員会会長 

平成 元年 ４月～現在に至る     西胆振行政事務組合洞爺湖消防 

団員 

      平成１８年 ８月～平成２０年 ７月  洞爺湖町公害対策審議会委員  

平成２１年１０月～現在に至る     洞爺湖町国民健康保険運営協議 

会委員 
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塩 田   満 氏 経 歴 

 

 

本  籍  北海道虻田郡洞爺湖町１５１番地 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町洞爺町１５１番地 

 

氏  名  塩
しお

 田
た

  満
みつる

 

 

生年月日  昭和３３年 ３月１０日生（６０歳） 

 

学  歴  昭和５２年 ３月  壮瞥町立壮瞥高等学校卒業 

 

職  歴  昭和５２年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  昭和６０年 ４月～平成１８年 ３月  洞爺村体育指導委員 

平成１８年 ６月～平成２４年 ３月  洞爺湖町体育指導委員 

平成１９年 ３月～平成２５年 ３月  洞爺湖町農業委員会委員 
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原 田 尚 一 氏 経 歴 

 

 

本  籍  北海道虻田郡洞爺湖町成香３９９番地 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町成香３９９番地 

 

氏  名  原
はら

 田
だ

 尚
しょう

 一
いち

 

 

生年月日  昭和３６年 ５月 ６日生（５７歳） 

 

学  歴  昭和５５年 ３月  北海道立豊浦高等学校卒業 

      昭和５７年 ３月  北海道胆振支庁農業学園卒業 

 

職  歴  昭和５５年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  平成１７年 ７月～平成１８年 ３月  洞爺村農業委員会委員 

平成１８年 ３月～現在に至る     洞爺湖町農業委員会委員 

 

団体歴等  平成２５年 １月  とうや湖クリーン農業振興協議会青果部会会長 

平成２５年 １月  とうや湖農協長芋振興協議会会長 

平成２７年 ４月  とうや湖農協そ菜連絡振興協議会会長（現在に至る。） 

-8-



星  博 明 氏 経 歴 

 

 

本  籍  北海道虻田郡洞爺湖町成香６４番地 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町成香６４番地 

 

氏  名  星
ほし

  博
ひろ

 明
あき

 

 

生年月日  昭和３４年 ２月 ２日生（６０歳） 

 

学  歴  昭和５２年 ３月  北海道立倶知安農業高等学校卒業 

 

職  歴  昭和５２年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  平成２６年 ２月～平成２８年 ２月  洞爺湖町まちづくり審議会委員 

平成２８年 ４月～現在に至る     洞爺湖町農業委員会委員 

 

団体歴等  平成 ９年 ４月  洞爺村立成香小学校ＰＴＡ会長 

平成２５年 ４月  成香自治会役員 
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田 中 利 一 氏 経 歴 

 

 

本  籍  北海道虻田郡洞爺湖町香川１０８番地 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町香川１０８番地 

 

氏  名  田
た

 中
なか

 利
とし

 一
いち

 

 

生年月日  昭和２９年１２月 ３日生（６４歳） 

 

学  歴  昭和４４年 ３月  洞爺村立洞爺中学校卒業 

 

職  歴  昭和４４年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  平成２８年 ４月～現在に至る  洞爺湖町農業委員会委員 

 

団体歴等  平成 ８年 ４月  洞爺村立香川小学校ＰＴＡ会長 

平成２０年 ４月  香川自治会役員 

      平成２６年 ４月  香川獅子舞保存会副会長（現在に至る。） 
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西 岡 正 雄 氏 経 歴 

 

 

本  籍  北海道虻田郡洞爺湖町香川５番地 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町香川５番地 

 

氏  名  西
にし

 岡
おか

 正
まさ

 雄
お

 

 

生年月日  昭和３９年 １月１８日生（５５歳） 

 

学  歴  昭和５７年 ３月  北海道立倶知安高等学校卒業 

 

職  歴  昭和５７年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  平成２０年 ４月～平成２２年 ３月  洞爺湖町社会教育委員 

      平成２６年 ８月～現在に至る     洞爺湖町公害対策審議会委員 

平成２３年１２月～平成２５年 ３月  洞爺湖町地域福祉計画策定委 

員会委員 

平成２８年 ４月～現在に至る     洞爺湖町農業委員会委員 

 

団体歴等  平成１１年 ４月  とうや湖農業協同組合青年部長 

平成２５年 ４月  大原自治会役員（現在に至る。） 
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小 山 隆 顕 氏 経 歴 

 

 

本  籍  北海道虻田郡洞爺湖町成香３６７番地 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町成香３６５番地６ 

 

氏  名  小
お

 山
やま

 隆
たか

 顕
あき

 

 

生年月日  昭和３０年 ２月 ８日生（６４歳） 

 

学  歴  昭和５１年 ３月  北海道拓殖短期大学卒業 

 

職  歴  昭和４８年 ３月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  平成２４年 ４月～現在に至る  洞爺湖町農業委員会委員 

 

団体歴等  平成２１年 ４月  とうや湖農業協同組合理事 

平成２４年 ４月  とうや湖農業協同組合地区担当理事 

平成３０年 ４月  とうや湖農業協同組合副組合長（現在に至る。） 
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佐 藤 正 明 氏 経 歴 

 

 

本  籍  北海道虻田郡洞爺湖町花和２９０番地３８ 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町花和２９０番地３８ 

 

氏  名  佐
さ

 藤
とう

 正
まさ

 明
あき

 

 

生年月日  昭和３０年 ２月２０日生（６４歳） 

 

学  歴  昭和４７年 ３月  虻田町立花和中学校卒業 

 

職  歴  昭和４７年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  平成 ６年 ４月～平成１７年 ３月  虻田町交通安全指導員 

平成１５年 ２月～平成１８年 １月  虻田町農業委員会委員 

 

団体歴等  昭和４９年 ９月  花和自衛消防隊員（現在に至る。） 

      平成２２年 ４月  虻田町立花和中学校ＰＴＡ会長 

  平成１５年 ２月  いぶり農業共済組合理事 

平成２７年 ３月  いぶり農業共済組合総代 

平成２９年 ３月  みなみ北海道農業共済組合総代（現在に至る。） 

平成２９年 ３月  みなみ北海道農業共済組合地区代表評価委員 

（現在に至る。） 

-13-



村 上 正 弘 氏 経 歴 

 

 

本  籍  北海道虻田郡洞爺湖町洞爺町４５３番地 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町洞爺町５７番地２ 

 

氏  名  村
むら

 上
かみ

 正
まさ

 弘
ひろ

 

 

生年月日  昭和２７年 ３月２４日生（６６歳） 

 

学  歴  昭和４５年 ３月  北海道立虻田商業高等学校卒業 

 

職  歴  昭和４５年 ３月  伊藤ハム栄養食品株式会社入社 

      昭和４６年 ４月  同社退社 

      昭和４６年 ５月  森永商事株式会社入社 

      昭和５０年 ４月  同社退社 

      昭和５１年 ４月  洞爺村役場奉職 

      平成１８年 ３月  洞爺湖町役場奉職 

      平成２４年 ３月  同役場退職 

 

公 職 歴  平成２４年 ７月～現在に至る     洞爺湖町廃棄物減量等推進審議

会委員 

      平成２４年１０月～平成２６年１０月  洞爺湖町洞爺地区振興策検討委

員会委員 

      平成２６年 ４月～現在に至る      洞爺湖町人権擁護委員 

      平成２８年 ４月～現在に至る      洞爺湖町農業委員会委員 

 

団体歴等  平成１０年 ４月  洞爺第１自治会役員（現在に至る。） 

 

 

-14-



洞爺湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（正規の勤務時間以外の時間における勤務） （正規の勤務時間以外の時間における勤務） 

第８条 任命権者は、第２条から第５条までに規定する勤務時間（以下

「正規の勤務時間」という。）以外の時間において公務のため臨時又

は緊急の必要がある場合には、職員に勤務を命ずることができる。た

だし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の

運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合

に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務を命ずることができ

る。 

２ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の

時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第８条 任命権者は、第２条から第５条までに規定する勤務時間（以下

「正規の勤務時間」という。）以外の時間において公務のため臨時又

は緊急の必要がある場合には、職員に勤務を命ずることができる。た

だし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の

運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合

に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務を命ずることができ

る。 
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洞爺湖町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例新旧対照表（第１条関係） 

改   正   案 現       行 

 （助成の対象） 

第３条 町長は、洞爺湖町の区域内に住所を有する者若しくは国民健

康保険法第１１６条の２の規定により洞爺湖町の区域内に住所を

有するとみなされた者（以下「国保住所地特例者」という。）又は

高確法第５５条の規定により洞爺湖町の区域内に住所を有してい

たと認められて後期高齢者医療の被保険者とされた者若しくは国

保住所地特例者であったが高確法の第５５条の２の規定により後

期高齢者医療の被保険者とされた者で、医療保険各法による被保険

者若しくは組合員又は被扶養者である重度心身障害者並びにひと

り親家庭の母又は父及び児童であって、次の各号のいずれにも該当

しないものに対し、当該重度心身障害者並びにひとり親家庭の母又

は父及び児童に係る疾病及び負傷の医療に関する経費（重度心身障

害者のうち精神障害者にあっては、入院に係るものを除き、ひとり

親家庭等の母又は父にあっては、入院及び指定訪問看護に係るもの

に限る。）について助成する。 

⑴～⑷ 略 

⑸ 国民健康保険法第１１６条の２の規定により洞爺湖町以外の

区域内に住所を有するとみなされた者（以下「他市町村国保住所

地特例者」という。）又は高確法第５５条の規定により洞爺湖町

以外の区域内に住所を有していたと認められて後期高齢者医療

の被保険者とされた者若しくは他市町村国保住所地特例者であ

ったが高確法第５５条の２の規定により後期高齢者医療の被保

険者とされた者 

 （助成の対象） 

第３条 町長は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被

扶養者である重度心身障害者並びにひとり親家庭の母又は父及び

児童であって、次の各号のいずれにも該当しない者に対し、当該重

度心身障害者並びにひとり親家庭の母又は父及び児童に係る疾病

及び負傷の医療に関する経費（重度心身障害者のうち精神障害者に

あっては、入院に係るものを除き、ひとり親家庭等の母又は父にあ

っては、入院及び指定訪問看護に係るものに限る。）について助成

する。 

 

 

 

 

 

 

 ⑴～⑷ 略 
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洞爺湖町乳幼児等医療費助成に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

改   正   案 現       行 

 （受給資格者） 

第３条 この条例に定める受給の対象となる者（以下「受給資格者」

という。）は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養

者であり、かつ洞爺湖町の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼

児等又は国民健康保険法第１１６条の２の規定により洞爺湖町の

区域内に住所を有するとみなされた乳幼児等とする。ただし、次の

各号に該当するものは除くものとする。 

 ⑴及び⑵ 略 

 ⑶ 国民健康保険法第１１６条の２の規定により洞爺湖町以外の

区域内に住所を有するとみなされた乳幼児等 

 

 （受給資格者） 

第３条 この条例に定める受給の対象となる者（以下「受給資格者」

という。）は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養

者であり、かつ洞爺湖町の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼

児等とする。ただし、次の各号に該当するものは除くものとする。 

 

 

 ⑴及び⑵ 略 
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洞爺湖町介護保険条例新旧対照表 

改   正   案 現      行 

（保険料率） 

第５条 平成３０年度から平成３２年度までの各年度における保険料率 

 は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号

に定める額とする。 

⑴～⑸ 略 

⑹ 次のいずれかに該当する者 67,500円  

ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若し

くは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３

第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定

の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２

項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項にお

いて同じ。）が１２０万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 略 

⑺～⑼ 

２ 略 

 

（保険料率） 

第５条 平成３０年度から平成３２年度までの各年度における保険料率 

は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号

に定める額とする。  

⑴～⑸ 略 

⑹ 次のいずれかに該当する者 67,500円 

ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若し

くは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３

第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定

の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第３８条第４項に

規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において

同じ。）が１２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

イ 略 

⑺～⑼ 

２ 略 
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洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

目次 

第１章～第３章 略  

第３章の２ 地域密着型通所介護 

第１節～第４節 略 

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準（第５９条の２０の

２・第５９条の２０の３） 

第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運

営に関する基準 

第１款から第４款 略 

第４章～第１０章 略 

附則 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

⑴～⑸ 略 

⑹ 共生型地域密着型サービス 法第７８条の２の２第１項の申請に 

係る法第４２条の２第１項本文の指定を受けた者による指定地域密 

着型サービスをいう。 

⑺ 略 

 

目次 

第１章～第３章 略 

第３章の２ 地域密着型通所介護 

第１節～第４節 略 

第５節   第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運

営に関する基準 

 

 

第１款から第４款 略 

第４章～第１０章 略 

附則 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

⑴～⑸ 略 

 

 

 

⑹ 略 
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（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数） 

第６条 略 

２～４ 略 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次の各

号に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者

等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、午後６時

から午前８時までの間において、当該施設等の職員をオペレーターとし

て充てることができる。 

⑴～⑾ 略 

 ⑿ 介護医療院 

 

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準 

（共生型地域密着型通所介護の基準） 

第５９条の２０の２ 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サー 

ビス（以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」とい 

う。）の事業を行う指定生活介護事業者（障害者の日常生活及び社会生 

活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事 

業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１ 

７１号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。） 

第７８条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓 

練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項 

に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練 

（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１項に 

規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、指定児童発達支 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数） 

第６条 略 

２～４ 略 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次の各

号に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者

等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、午後６時

から午前８時までの間において、当該施設等の職員をオペレーターとし

て充てることができる。 

⑴～⑾ 略 

( 
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援事業者（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び 

運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下この条にお 

いて「指定通所支援基準」という。）第５条第１項に規定する指定児童 

発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和２ 

２年法律第１６４号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。 

以下この条において同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達支 

援（指定通所支援基準第４条に規定する指定児童発達支援をいう。第１ 

号において同じ。）を提供する事業者を除く。）及び指定放課後等デイ 

サービス事業者（指定通所支援基準第６６条第１項に規定する指定放課 

後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事 

業所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第６５条に 

規定する指定放課後等デイサービスをいう。）を提供する事業者を除 

く。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第７８条第１ 

項に規定する指定生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能

訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規

定する指定自立訓練（機能訓練）事業所をいう。）、指定自立訓練

（生活訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１

項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所をいう。）、指定児

童発達支援事業所（指定通所支援基準第５条第１項に規定する指定

児童発達支援事業所をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業

所（指定通所支援基準第６６条第１項に規定する指定放課後等デイ

サービス事業所をいう。）（以下この号において「指定生活介護事

業所等」という。）の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等
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が提供する指定生活介護（指定障害福祉サービス等基準第７７条に

規定する指定生活介護をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）（指

定障害福祉サービス等基準第１５５条に規定する指定自立訓練（機

能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）（指定障害福祉サ

ービス等基準第１６５条に規定する指定自立訓練（生活訓練）をい

う。）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス（以下こ

の号において「指定生活介護等」という。）の利用者の数を指定生

活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合

計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必

要とされる数以上であること。 

⑵ 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提

供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必

要な技術的支援を受けていること。 

 

 （準用） 

第５９条の２０の３ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条ま

で、第２０条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４

１条、第５３条、第５９条の２、第５９条の４及び第５９条の５第４項

並びに前節（第５９条の２０を除く。）の規定は、共生型地域密着型通

所介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第

３１条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程（第５９条の１２に

規定する運営規程をいう。第３４条において同じ。）」と、「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護の提供に当たる従業者（以下「共生型地域密着型通所介護従業者」と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-22-



 

いう。）」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第５９条の５第４

項中「前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項に

掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサ

ービスを提供する場合に限る。）」とあるのは「共生型地域密着型通所

介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及

び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」

と、第５９条の９第４号及び第５９条の１０第５項中「地域密着型通所

介護従業者」とあり、並びに第５９条の１３第３項中「指定地域密着型

通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、

第５９条の１９第２項第２号中「次条において準用する第２０条第２

項」とあるのは「第２０条第２項」と、同項第３号中「次条において準

用する第２８条」とあるのは「第２８条」と、同項第４号中「次条にお

いて準用する第３８条第２項」とあるのは「第３８条第２項」と読み替

えるものとする。 

 

第６節 略 

 

（趣旨） 

第５９条の２１ 第１節から第４節までの規定にかかわらず、指定療養通

所介護（指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護

者又はがん末期の者であってサービスの提供に当たり常時看護師によ

る観察が必要なものを対象者とし、第５９条の３１第１項の療養通所介

護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 略 

 

（趣旨） 

第５９条の２１ 第１節から前節までの規定にかかわらず、指定療養通所

介護（指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者

又はがん末期の者であってサービスの提供に当たり常時看護師による

観察が必要なものを対象者とし、第５９条の３１第１項の療養通所介護

計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
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話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。）の事業の基本方針並び

に人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところ

による。 

 

（利用定員） 

第５９条の２５ 指定療養通所介護事業所は、その利用定員（当該指定療

養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けるこ

とができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）を１

８人以下とする。 

 

（従業者の員数） 

第６１条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等（特

別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条

の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）、同法第２０

条の４に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、

介護医療院、社会福祉施設又は特定施設に併設されていない事業所にお

いて行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。））の事業

を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等

に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護

をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。）ごとに置く

べき従業者の員数は、次のとおりとする。 

⑴～⑶ 略 

及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。）の事業の基本方針並びに

人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところに

よる。 

 

（利用定員） 

第５９条の２５ 指定療養通所介護事業所は、その利用定員（当該指定療

養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けるこ

とができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）を９

人以下とする。 

 

（従業者の員数） 

第６１条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等（特

別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条

の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）、同法第２０

条の４に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、

社会福祉施設又は特定施設に併設されていない事業所において行われ

る指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。））の事業を行う者及

び併設型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設され

ている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下

同じ。）の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者

の員数は、次のとおりとする。 

⑴～⑶ 略 
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２～７ 略  

 

（利用定員等） 

第６５条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共用

型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症

対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をい

う。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第２０

項又は法第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をい

う。）ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福

祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（第１７８条に規

定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項

において同じ。）を除く。）においてはそれぞれ当該施設ごとに１日当

たり３人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設におい

てはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の

合計が１日当たり１２人以下となる数とする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス（法第

４１条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定

地域密着型サービス、指定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定する

指定居宅介護支援をいう。）、指定介護予防サービス（法第５３条第１

項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密

着型介護予防サービス（法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着

型介護予防サービスをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予防支援（法

２～７ 略 

 

（利用定員等） 

第６５条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共用

型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症

対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をい

う。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第２０

項又は法第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をい

う。）ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福

祉施設においてはそれぞれ当該施設ごとに１日当たり３人以下とする。 

 

 

 

 

 

 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス（法第

４１条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定

地域密着型サービス、指定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定する

指定居宅介護支援をいう。）、指定介護予防サービス（法第５３条第１

項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密

着型介護予防サービス（法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着

型介護予防サービスをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予防支援（法
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第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護

保険施設（法第８条第２５項の介護保険施設をいう。以下同じ。）若し

くは指定介護療養型医療施設の運営（第８２条第７項及び第１９１条第

８項において「指定居宅サービス事業等」という。）について３年以上

の経験を有する者でなければならない。 

 

（従業者の員数等） 

第８２条 略 

２～５ 略  

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基

準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲

げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同

表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に

掲げる施設等の職務に従事することができる。 

当該指定小規模

多機能型居宅介

護事業所に中欄

に掲げる施設等

のいずれかが併

設されている場

合 

指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定地域密着型特定施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設又は指定介護療養

型医療施設（医療法（昭和２３年法律第

２０５号）第７条第２項第４号に規定す

る療養病床を有する診療所であるもの

に限る。）又は介護医療院 

介護職員 

略 略 略 

７～１３ 略 

 

第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護

保険施設（法第８条第２５項の介護保険施設をいう。以下同じ。）若し

くは指定介護療養型医療施設の運営（第８２条第７項において「指定居

宅サービス事業等」という。）について３年以上の経験を有する者でな

ければならない。 

 

（従業者の員数等） 

第８２条 略 

２～５ 略 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基

準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲

げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同

表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に

掲げる施設等の職務に従事することができる。 

当該指定小規模

多機能型居宅介

護事業所に中欄

に掲げる施設等

のいずれかが併

設されている場

合 

指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定地域密着型特定施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設又は指定介護療養

型医療施設（医療法（昭和２３年法律第

２０５号）第７条第２項第４号に規定す

る療養病床を有する診療所であるもの

に限る。） 

介護職員 

略 略 略 

７～１３ 略  
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（管理者） 

第８３条 略 

２ 略 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター

（老人福祉法第２０条の２の２に規定する老人デイサービスセンター

をいう。以下同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多

機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複

合型サービス事業所（第１９２条第２項に規定する指定複合型サービス

事業所をいう。次条において同じ。）等の従業者又は訪問介護員等（介

護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。次条、

第１１１条第２項、第１１２条、第１９２条第２項及び第１９３条にお

いて同じ。）として３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有

する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもので

なければならない。 

 

（指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第８４条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人

ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、

指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知

症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若

しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚

生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 

 

（管理者） 

第８３条 略 

２ 略 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター

（老人福祉法第２０条の２の２に規定する老人デイサービスセンター

をいう。以下同じ。）、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介

護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス

事業所（第１９２条第２項に規定する指定複合型サービス事業所をい

う。次条において同じ。）等の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又

は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。次条、第１１１条

第２項、第１１２条、第１９２条第２項及び第１９３条において同じ。）

として３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であ

って、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければな

らない。 

 

（指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第８４条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人

ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定小規模多

機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複

合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の

介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サ

ービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が

定める研修を修了しているものでなければならない。 
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（協力医療機関等） 

第１０３条 略 

２ 略 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、

夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健

施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければ

ならない。 

 

（管理者） 

第１１１条 略 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提

供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応

型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認

知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働

大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 

 

（指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） 

第１１２条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護

老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療

院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護

員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健

医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わっ

た経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了して

（協力医療機関等） 

第１０３条 略 

２ 略 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、

夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健

施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

 

 

（管理者） 

第１１１条 略 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提

供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介

護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認知症である者

の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める

研修を修了しているものでなければならない。 

 

（指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） 

第１１２条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護

老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知

症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、

認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービ

ス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有

する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもので
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いるものでなければならない。 

第３節  

第１１３条 略 

２～６ 略 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同

生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地

域密着型介護予防サービス条例第７４条第１項から第６項までに規定

する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

 

（指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針） 

第１１７条 略 

２～６ 略  

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１

回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従

業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。 

８ 略 

なければならない。 

第３ 

第１１３条 略 

２～６ 略  

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同

生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地

域密着型介護予防サービス条例第７３条第１項から第６項までに規定

する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

 

（指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針） 

第１１７条 略 

２～６ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 略 
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（協力医療機関等） 

第１２５条 略 

２ 略 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確

保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人

保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなけ

ればならない。 

 

（従業者の員数） 

第１３０条 略 

２及び３ 略  

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特

定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち１人以

上、及び介護職員のうち１人以上は、常勤の者でなければならない。た

だし、サテライト型特定施設（当該施設を設置しようとする者により設

置される当該施設以外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しく

は診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下この章

において「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施

設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下同

じ。）にあっては、常勤換算方法で１以上とする。 

５及び６ 略 

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前項の規定にかかわらず、サ

テライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者

 

（協力医療機関等） 

第１２５条 略 

２ 略 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確

保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人

保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならな

い。 

 

（従業者の員数） 

第１３０条 略 

２及び３ 略 

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特

定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち１人以

上、及び介護職員のうち１人以上は、常勤の者でなければならない。た

だし、サテライト型特定施設（当該施設を設置しようとする者により設

置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは診療所で

あって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下この章において

「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別

の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。）にあ

っては、常勤換算方法で１以上とする。 

５及び６ 略  

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前項の規定にかかわらず、サ

テライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者
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については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者

の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことがで

きる。 

⑴ 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは

言語聴覚士又は介護支援専門員 

⑵ 略 

⑶ 介護医療院 介護支援専門員 

８ 略 

９ 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合におい

ては、当該指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を置くほか、

第８２条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する

基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第

１９１条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関

する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いていると

きは、当該指定地域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務

に従事することができる。 

 

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第１３８条 略 

２～５ 略 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の 

については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者

の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことがで

きる。 

⑴ 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士又

は介護支援専門員 

⑵ 略 

 

８ 略 

９ 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合におい

ては、当該指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を置くほか、

第６３条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する

基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第

１９１条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関

する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いていると

きは、当該指定地域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務

に従事することができる。 

 

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第１３８条 略 

２～５ 略 
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適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１

回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研 

修を定期的に実施すること。 

７ 略 

 

（従業者の員数） 

第１５１条 略 

２及び３ 略  

４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設（当該施設

を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人

福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設（サテライト型居住施設で

ある指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第８項第１号及び第１７

項、次条第１項第６号並びに第１８０条第１項第３号において同じ。）、

介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施

設に対する支援機能を有するもの（以下この章において「本体施設」と

いう。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営さ

れる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。）の医師につ

いては、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健

康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 略 

 

（従業者の員数） 

第１５１条 略 

２及び３ 略  

４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設（当該施設

を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人

福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設（サテライト型居住施設で

ある指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第８項第１号及び第１７

項、次条第１項第６号並びに第１８０条第１項第３号において同じ。）、

介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する

支援機能を有するもの（以下この章において「本体施設」という。）と

の密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地

域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。）の医師については、本

体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が

適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 
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５～７ 略 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定にかかわらず、サテラ

イト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専

門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入

所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないこと

ができる。 

⑴ 略  

⑵ 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士、作業療法 

士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員 

⑶ 略 

⑷ 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

９～１７ 略  

 

（サービス提供困難時の対応） 

第１５３条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療

を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供する

ことが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健

施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じな

ければならない。 

 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） 

第１５７条 略 

２～５ 略  

５～７ 略 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定にかかわらず、サテラ

イト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専

門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入

所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないこと

ができる。 

  ⑴ 略 

⑵ 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業 

療法士又は介護支援専門員 

⑶ 略 

 

９～１７ 略 

 

（サービス提供困難時の対応） 

第１５３条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療

を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供する

ことが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健

施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

 

 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） 

第１５７条 略 

２～５ 略  
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６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１ 

回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業 

者に周知徹底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研 

修を定期的に実施すること。 

７ 略 

 

（緊急時等の対応） 

第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者

の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１

５１条第１項第１号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等にお

ける対応方法を定めておかなければならない。 

 

（運営規程） 

第１６８条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

⑴～⑸ 略 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ 略 

⑻ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

（運営規程） 

第１６８条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

⑴～⑸ 略 

 

⑹ 略 

⑺ 略 

-34-



 

 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） 

第１８２条 略 

２～７ 略 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１

回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。 

９ 略 

 

（運営規程） 

第１８６条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる

施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければな

らない。 

⑴～⑹ 略  

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ 略 

⑼ 略 

 

（準用） 

 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） 

第１８２条 略 

２～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 略 

 

（運営規程） 

第１８６条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる

施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければな

らない。 

⑴～⑹ 略 

 

⑺ 略 

⑻ 略 

 

（準用） 
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第１８９条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２条、第２８

条、第３４条、第３６条、第３８条、第４１条、第５９条の１１、第５

９条の１５、第５９条の１７第１項から第４項まで、第１５３条から第

１５５条まで、第１５８条、第１６１条、第１６３条から第１６７条ま

で及び第１７１条から第１７６条までの規定は、ユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第９条第

１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１８６条に規定

する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「従業者」と、第１３条第１項中「指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際

に」と、同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われてい

ない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要

介護認定」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「従業者」と、第５９条の１１第２項中「この節」とあるの

は「第８章第５節」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護

について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、第１６７条中「第１５８条」とあるのは「第１８９条において準用

する第１５８条」と、同条第５号中「第１５７条第５項」とあるのは「第

１８２条第７項」と、同条第６号中「第１７７条」とあるのは「第１８

９条」と、同条第７号中「第１７５条第３項」とあるのは「第１８９条

において準用する第１７５条第３項」と、第１７６条第２項第２号中「第

１５５条第２項」とあるのは「第１８９条において準用する第１５５条

第２項」と、同項第３号中「第１５７条第５項」とあるのは「第１８２

第１８９条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２条、第２８

条、第３４条、第３６条、第３８条、第４１条、第５９条の１１、第５

９条の１５、第５９条の１７第１項から第４項まで、第１５３条から第

１５５条まで、第１５８条、第１６１条、第１６３条から第１６７条ま

で及び第１７１条から第１７６条までの規定は、ユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第９条第

１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１８６条に規定

する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「従業者」と、第１３条第１項中「指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際

に」と、同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われてい

ない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要

介護認定」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「従業者」と、第５９条の１１第２項中「この節」とあるの

は「第８章第５節」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護

について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、第１６７条中「第１５８条」とあるのは「第１８９条において準用

する第１５８条」と、同条第５号中「第１５７条第５項」とあるのは「第

１８２条第７項」と、同条第６号中「第１７７条」とあるのは「第１６

９条」と、同条第７号中「第１７５条第３項」とあるのは「第１８９条

において準用する第１７５条第３項」と、第１７６条第２項第２号中「第

１５５条第２項」とあるのは「第１８９条において準用する第１５５条

第２項」と、同項第３号中「第１５７条第５項」とあるのは「第１８２
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条第７項」と、同項第４号及び第５号中「次条」とあるのは「第１８９

条」と、同項第６号中「前条第３項」とあるのは「第１８９条において

準用する前条第３項」と読み替えるものとする。 

 

（従業者の員数等） 

第１９１条 略 

２～６ 略 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲

げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関す

る基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各

号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いていると

きは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施

設等の職務に従事することができる。 

⑴～⑷ 略  

⑸ 介護医療院 

８～１０ 略  

 

（管理者） 

第１９２条 略 

２ 前項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、

介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所（指

定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。以下同じ。）等の従業者

若しくは訪問介護員等として３年以上認知症である者の介護に従事し

条第７項」と、同項第４号及び第５号中「次条」とあるのは「第１８９

条」と、同項第６号中「前条第３項」とあるのは「第１８９条において

準用する前条第３項」と読み替えるものとする。 

 

（従業者の員数等） 

第１９１条 略 

２～６ 略 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲

げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関す

る基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各

号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いていると

きは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施

設等の職務に従事することができる。 

⑴～⑷ 略 

 

８～１０ 略  

 

（管理者） 

第１９２条 略 

２ 前項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、

介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対

応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所（指定複合型サー

ビスの事業を行う事業所をいう。以下同じ。）等の従業者若しくは訪問

介護員等として３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有す
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た経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了して

いるもの、又は保健師若しくは看護師でなければならない。 

 

（指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第１９３条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養

護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医

療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活

介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等とし

て認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療

サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であ

って、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は保健師

若しくは看護師でなければならない。 

 

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） 

第１９７条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

⑴～⑻ 略 

⑼ 看護サービス（指定看護小規模多機能型居宅介護のうち、保健師、

看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下こ

の章において「看護師等」という。）が利用者に対して行う療養上の

世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章において同

じ。）の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携により、及び

第１９９条第４項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画に基

づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わ

る者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、又

は保健師若しくは看護師でなければならない。 

 

（指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第１９３条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養

護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定小

規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若し

くは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生

労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は保健師若しくは看護師

でなければならない。 

 

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） 

第１９７条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

⑴～⑻ 略 

⑼ 看護サービス（指定看護小規模多機能型居宅介護のうち、保健師、

看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下こ

の章において「看護師等」という。）が利用者に対して行う療養上の

世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章において同

じ。）の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携により、及び

第１９９条第１項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画に基

づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わ
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なければならない。 

⑽～⑾ 略 

 

（準用） 

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０条、第２２条、第２８条、

第３４条から第３８条まで、第４０条、第４１条、第５９条の１１、第

５９条の１３、第５９条の１６、第５９条の１７、第８７条から第９０

条まで、第９３条から第９５条まで、第９７条、第９８条、第１００条

から第１０４条まで及び第１０６条の規定は、指定看護小規模多機能型

居宅介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中

「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第２０２条において準用

する第１００条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介

護従業者」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第５９条の１１

第２項中「この節」とあるのは「第９章第４節」と、第５９条の１３第

３項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型

居宅介護従業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護につ

いて知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」

とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

と、第８７条中「第８２条第１２項」とあるのは「第１９１条第１３項」

と、第８９条及び第９７条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とある

のは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第１０６条中「第８２

なければならない。 

⑽～⑾ 略 

 

（準用） 

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０条、第２２条、第２８条、

第３４条から第３８条まで、第４０条、第４１条、第５９条の１１、第

５９条の１３、第５９条の１６、第５９条の１７、第８７条から第９０

条まで、第９３条から第９５条まで、第９７条、第９８条、第１００条

から第１０４条まで及び第１０６条の規定は、指定看護小規模多機能型

居宅介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中

「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第２０２条において準用

する第１００条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介

護従業者」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第５９条の１１

第２項中「この節」とあるのは「第９章第４節」と、第５９条の１３第

３項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型

居宅介護従業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護につ

いて知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」

とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

と、第８９条及び第９７条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とある

のは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第１０６条中「第８２

条第６項」とあるのは「第１９１条第７項各号」と読み替えるものとす
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条第６項」とあるのは「第１９１条第７項各号」と読み替えるものとす

る。 

る。 
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洞爺湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型 

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（従業者の員数） 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養護老人ホー

ム等（特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第２０条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）、

同法第２０条の４に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老

人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設に併設されてい

ない事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をい

う。以下同じ。））の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設されている事業所におい

て行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）

の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。）ごとに

置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。 

⑴～⑶ 略 

２～７ 略 

 

（利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員 

（当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時

（従業者の員数） 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養護老人ホー

ム等（特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第２０条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）、

同法第２０条の４に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老

人保健施設、社会福祉施設又は特定施設に併設されていない事業所に

おいて行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同

じ。））の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護（特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる

指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業を行

う者（以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従

業者の員数は、次のとおりとする。 

⑴～⑶ 略 

２～７ 略 

 

（利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員 

（当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時
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に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることがで

きる利用者の数の上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活介護

事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては

共同生活住居（法第８条第２０項又は法第８条の２第１５項に規定す

る共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、指定地域密着型特定施

設又は指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス条例第１７８条に規定す

るユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項に

おいて同じ。）を除く。）においてはそれぞれ当該施設ごとに１日当

たり３人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設にお

いてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利

用者の数の合計が１日当たり１２人以下となる数とする。 

２ 略 

 

（従業者の員数等） 

第４４条 略 

２～５ 略 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する

基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同

表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いて

いるときは、同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介 

護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。 

 

に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることがで

きる利用者の数の上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活介護

事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては

共同生活住居（法第８条第２０項又は法第８条の２第１５項に規定す

る共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、指定地域密着型特定施

設又は指定地域密着型介護老人福祉施設においてはそれぞれ当該施設

ごとに１日当たり３人以下とする。 

 

 

 

 

 

 

２ 略 

 

（従業者の員数等） 

第４４条 略 

２～５略 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する

基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同

表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いて

いるときは、同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介 

護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。 
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当該指定介護予

防小規模多機能

型居宅介護事業

所に中欄に掲げ

る施設等のいず

れかが併設され

ている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定地域密着型特定施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設又は指定介護療養

型医療施設（医療法（昭和２３年法律第

２０５号）第７条第２項第４号に規定す

る療養病床を有する診療所であるもの

に限る。）又は介護医療院 

介護職員 

略 略 略 

７～１３ 略 

 

（管理者） 

第４５条 略 

２ 略 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ

ー（老人福祉法第２０条の２の２に規定する老人デイサービスセンタ

ーをいう。以下同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知

症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所（指定地域

密着型サービス条例第１９２条第２項に規定する指定複合型サービス

事業所をいう。次条において同じ。）、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８

条第２項に規定する政令で定める者をいう。次条、第７２条第２項及

び第７３条において同じ。）として３年以上認知症である者の介護に

従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を

修了しているものでなければならない。 

当該指定介護予

防小規模多機能

型居宅介護事業

所に中欄に掲げ

る施設等のいず

れかが併設され

ている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定地域密着型特定施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設又は指定介護療養

型医療施設（医療法（昭和２３年法律第

２０５号）第７条第２項第４号に規定す

る療養病床を有する診療所であるもの

に限る。） 

介護職員 

略 略 略 

７～１３ 略 

 

（管理者） 

第４５条 略 

２ 略 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ

ー（老人福祉法第２０条の２の２に規定する老人デイサービスセンタ

ーをいう。以下同じ。）、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同

生活介護事業所、指定複合型サービス事業所（指定地域密着型サービ

ス条例第１９２条第２項に規定する指定複合型サービス事業所をい

う。次条において同じ。）、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所等の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に

規定する政令で定める者をいう。次条、第７２条第２項及び第７３条

において同じ。）として３年以上認知症である者の介護に従事した経

験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了してい

るものでなければならない。 
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（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特

別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、

介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サー

ビス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者

若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を

有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わっ

た経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了し 

ているものでなければならない。 

 

（協力医療機関等） 

第６０条 略 

２ 略 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制

の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護

老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整え

なければならない。 

 

（管理者） 

第７２条 略 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活

介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定

 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特

別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所、

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問

介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は

保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有す

る者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもので 

なければならない。 

 

（協力医療機関等） 

第６０条 略 

２ 略 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制

の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護

老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければなら

ない。 

 

（管理者） 

第７２条 略 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活

介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型
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認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、

３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別

に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 

 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） 

第７３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、 

特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、

介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは

訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者

又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営

に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を

修了しているものでなければならない。 

 

（身体的拘束等の禁止） 

第７８条 略 

２ 略 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の

適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１

回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の

従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。 

共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認知

症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大

臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 

 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） 

第７３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、 

特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、

指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員

等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医

療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった

経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了してい

るものでなければならない。 

 

（身体的拘束等の禁止） 

第７８条 略 

２ 略 
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（協力医療機関等） 

第８３条 略 

２ 略 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体

制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整

えなければならない。 

 

 

（協力医療機関等） 

第８３条 略 

２ 略 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体

制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければな

らない。 
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洞爺湖町保育所条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） 

第２条 前条により設置する保育所の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

名称 位置 

本町保育所 虻田郡洞爺湖町本町４２番地 

桜ヶ丘保育所 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１９０番地 

入江保育所 虻田郡洞爺湖町入江１９０番地３１ 

洞爺保育所 虻田郡洞爺湖町洞爺町５９番地１３ 
 

（名称及び位置） 

第２条 前条により設置する保育所の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

名称 位置 

本町保育所 虻田郡洞爺湖町本町４２番地 

桜ヶ丘保育所 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１９０番地 

入江保育所 虻田郡洞爺湖町入江１９０番地３１ 

洞爺保育所 虻田郡洞爺湖町洞爺町４１６番地 
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洞爺湖町公園条例新旧対照表 

改   正   案 現     行 

別表第１（第２条関係） 

 イ 都市公園 

公園名 位置 面積 

略 略 略 

 

 ロ その他の公園 

公園名 位置 面積 

１区小公園～望羊台広場 略 略 

えぼし岩公園 
虻田郡洞爺湖町岩屋 

１５番地５ 
３.９５ヘクタール 

洞爺高校メモリアル公園 
虻田郡洞爺湖町洞爺町

５８番地３ 
０.２８ヘクタール 

 

別表第１（第２条関係） 

 イ 都市公園 

公園名 位置 面積 

略 略 略 

 

 ロ その他の公園 

公園名 位置 面積 

１区小公園～望羊台広場 略 略 

えぼし岩公園 
虻田郡洞爺湖町岩屋 

１５番地５ 
３.９５ヘクタール 
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洞爺湖町農業研修センター条例新旧対照表 

改   正   案 現         行 

（施設及び用途） 

第４条 農業研修センターに次の施設を置く。 

 ⑴及び⑵ 略 

⑶ 試験ほ場 

 

⑷ 農業研修センターに附帯する施設 

２ 前項各号に掲げる施設の用途は、次のとおりとする。 

 ⑴及び⑵ 略 

⑶ 試験ほ場 各種作物の栽培試験及び展示する施設 

 

⑷ 農業研修センターに附帯する施設 前項第１号から第３号の施設

の利用上必要な施設 

 

（施設及び用途） 

第４条 農業研修センターに次の施設を置く。 

 ⑴及び⑵ 略 

⑶ 試験ほ場 

⑷ 農業体験施設 

⑸ 農業研修センターに附帯する施設 

２ 前項各号に掲げる施設の用途は、次のとおりとする。 

 ⑴及び⑵ 略 

⑶ 試験ほ場 各種作物の栽培試験及び展示する施設 

⑷ 農業体験施設 農作物の栽培展示や収穫などを体験する施設 

⑸ 農業研修センターに附帯する施設 前項第１号から第４号の施設

の利用上必要な施設 
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